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2019年 2月 10日・若宮町内会理事会議事録 

2月 10日 確定版 

日時：2019 年 2 月 10 日（日曜）9:30～11:00 場所：鎌倉消防署 3 階集会室 

出席：藤島、島田、加藤、中村、大久保(久)、二階堂、永井、大久保(弥)、尾崎、鈴木(記)、オブ参加 1 

    

議事概要 

１．審議報告事項 

(1) 全般 

 総会までのカレンダー 

 3/10(日)決算役員会、総会議案書承認（シニア会を内部組織化、3D 班を 3C 班に合区） 

 3/15 頃 総会議案を掲載した町内会通信を発行、総会出欠調査票を新旧班長に配布 

 4/初 新旧班長に総会議案書配布 

 4/14(日)10:00 年次総会 於消防署 3F、一昨年くらいまで行っていた安全講話は行わない。 

注：当初 4/7(日)で計画したが、統一地方選挙と重なるため１週間遅らせて 4/14(日)とした。 

 1/11(金)市役所で鎌倉地区自治連合会懇談会が開催され、藤島会長が出席。配布資料を役員回覧中。 

 夏祭りスケジュール： 8/17(土)に開催し 8/18(日)に片付ける案と、8/24(土)に開催し 8/25(日)に

片付ける案について、昨年共催した芝原自治会の都合を聞いたうえで日程を決める。 

(2) 総務・会計 

 H30 年度決算現状と H31 年度予算原案の審議（決算現状と予算原案を理事会配布） 

 H31 年度班長選任のお願いと班長さんのお仕事（案を理事会配布）：全班長に送る。 

(3) 子ども会：以下を話し合った。結論はこども会執行部に一任、町内会は必要な支援とフォローを行う。 

 来期の体制と運営についての改善案 

 役員全員が単年度で交代することにより経験者ゼロで執行部を運営しなければならない点の

改善：１案) 主だった行事では前年度役員が新年度役員をサポートする体制を構築、２案) 役

員任期を２年とし、役員の半数は前年執行部の経験者とする。 

 会計事務が負担であるなら、子ども会会計を町内会会計と一元化することを検討する。 

 役員およびサポーターに対してなにがしかの謝金支給を制度化する。 

 行事参加者が長期減少傾向であることへの対応案 

 こども会の現役員に加え、前および元役員が入って行事の企画と遂行を行う体制にする 

 青少年指導員協議会イベントの参加者募集に子ども会連絡チャンネルを活用（例：子供の日

の凧あげ大会、ドローンなどの体験イベント） 

 新たなイベントの検討 

(4) 青少年指導員 

協議事項 

 第 12 回中学生作文コンクール 1/27(日)8:40 集合。 

 1 月 14 日(日)成人の集い：四役、着付けの応援で二階堂。 

 研修講演会：2/3(日) 10 時から 12 時市役所講堂.手川隆生氏(県立青少年センター指導者育成課 主

任専門員) 講話 鎌倉公園の取り組み等の参考に今の子供たちどう接したら良いか、青少年指導員

のあり方など。 

 「30 年度活動の記録」：委員会活動原稿、行事原稿担当者確認。 
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地区行事 

 1 月 19 日(土) 御成小学校体育館にて街歩き「ドローンで古都を上空から見よう-飛行体験付き 

 その他＊放課後「かまくらっ子」 3 月 13 日(水) かまくらっ子、 

 関谷にて連絡協議会の取り組みについて四役確認 

 欠席の多い青少年指導員への対応 

(5) 民生委員 

 1/17(木) ボランティア連絡協議会 新年会 於:福祉センター 

 1/23(水) 鎌倉市 65 歳以上の一人暮らし登録者への配食 於:福祉センター 

(6) 防犯、シニア会 

 鎌倉市道水路課に依頼していた和田塚裏手路地の「通り抜け不可」標識は、和田塚前掲示板に沿

わせ設置完了。 

 防犯カメラ 4 台：市への補助金申請、警察への報告書提出、設置宅との確認書締結が終了。 

(7) 町美化 

 次回の若宮大路松並木保全作業のチラシを全戸配布。（チラシ案を理事会配布） 

(8) 防災・海の家 

 1/17 防災のつどい（講演：土砂災害に遭わないために）鈴木が出席し講演要旨を役員に配布 

 3/22(金) 18～20 時 深沢学習センター 要支援者の避難ﾊﾟｰﾄ 5（講演：熊本震災の教訓） 

参加希望者は 3 月中旬までに鈴木まで連絡。 

 班長さんを対象として毎年 6 月に実施する救急救命訓練初級コースは継続するが、同時に初級コ

ース経験者および町内会役員を対象にした所要時間３時間の普通救命講習についても実施を検討。 

 

会議終了後、有志で高砂稲荷境内と周辺道路の清掃を実施した。 

 

２．その他 

次回理事会：3/10(日)9:30～10:30 於消防署 3 階集会室  

  以上 


